
撮影希望者

産業振興課

希望する撮影場所がある場合 撮影場所が決まっていない場合

施設管理者

産業振興課

ご希望に沿う撮影場所が

あった場合

日高市ロケーションサービス撮影依頼書を

提出してください。

（市役所３階産業振興課窓口、メール、FAX）

希望条件に合う

場所を検討し

ご提案します。

撮影希望者

撮影可否の確認

撮影可否の連絡

施設管理者

撮影

撮影可能な場合、施設管理者へ直接

申請・打ち合わせを行ってください。

日高市ロケーションサービス撮影フロー

必要に応じて、産業振興課職員または、施設管理担当課職員が立ち会います。

産業振興課
可能な限り、撮影実績として撮影風景の写真、

作品のポスター、チラシなどを提供してください。


